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1 住宅省エネルギー基準等の概要 

1.1 住宅省エネルギー基準の変遷等 

1.1.1 住宅省エネルギー基準の変遷 

 

図 1.1 住宅省エネルギー基準及び公営住宅の温熱環境に係る性能基準の変遷 

住宅省エネルギー基準は、1970 年代の石油危機を契機に、燃料資源の有効利用とエネルギー使用の

合理化を目的として制定された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、昭和５５年に初め

て設けられました。以後、平成４年、平成１１年の制度改正により、段階的に要求性能が引き上げられて

きました。 

平成２５年には、暖冷房エネルギー削減を主眼にした基準から、総合的な省エネルギー対策を対象と

した基準とするため、外皮性能の基準に加え、一次エネルギー消費量の基準が設けられました。 

平成２８年には、東日本大震災以降のエネルギー需要の逼迫や、産業・運輸分野と比較した建築物分野

のエネルギー消費量の割合の増加を背景に、建築物の省エネルギー対策をより推進するため、「建築物の

エネルギーの消費性能の向上に関する法律」が制定されました。 

これにより、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務化等が規定さ

れました。また、住宅省エネルギー基準については、「建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）」の

ほか、「建築物のエネルギー消費性能の一層の促進のために誘導すべき基準（誘導基準）」が新たに定めら

れました。 

 令和４年度には、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050 年カーボン

ニュートラル」の目標の実現に向けて、建築物省エネ法が改正されました。 

省エネ性能の底上げのため、これまで届出義務や説明義務であった新築住宅や小規模の非住宅すべて

において、省エネ基準適合を義務付けるほか、より高い省エネ性能へ誘導するため、省エネ性能表示の推

進や、誘導基準の引き上げが行われました。 
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なお、住宅省エネルギー基準等における「外皮基準」や「一次エネルギー消費量基準」については、「住

宅の品質確保の促進等に関する法律」における断熱性能等等級や一次エネルギー消費量等級と対応して

います。 

 今後は、遅くとも 2030 年度（令和 12 年度）までに、義務化された省エネ基準が ZEH 水準に引き

上げられる見込みです。 

 

図 1.2 住宅省エネルギー基準等の概要 

 

図 1.3 省エネ基準適合義務化の状況 
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1.1.2 公営住宅の温熱環境に係る性能基準の変遷 

 公営住宅の整備に関する基準は、「公営住宅等基準」において定められておりましたが、「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成 23 年法律第

37 号「第一次地方分権一括法」）施行後は、国が定める基準を参酌して、地方公共団体がそれぞれ条例

で定めることとされました。 

公営住宅の温熱環境に係る性能については、平成６年に初めて、「断熱」に関する項目として示されま

した。これは、現在の品確法の評価方法基準の断熱等級３に相当します。 

平成２３年の参酌基準化時に国が示した「公営住宅等整備基準について（技術的助言）」では、温熱  

環境に係る具体的な基準が品確法の評価方法基準の断熱等級４（省エネ基準（平成 28 年基準）相当）に

引き上げられました。 

令和４年度は、「2050 年カーボンニュートラル」の実現等に向けて、品確法の評価方法基準の断熱  

等級４から、省エネ法の誘導基準に適合することに改正されました。これは、品確法の評価方法基準に 

おける断熱等級５及び一次エネルギー等級６相当に該当します。 

また、やむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置を行うことも追加されました。 

地方公共団体が整備する公営住宅の基準は、それぞれが条例で定める整備基準等によりますが、建築

物省エネ法の改正により、2025 年（令和７年）にはすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けら

れ、2030 年（令和 12 年）までには省エネ基準が ZEH 水準に引き上げられる予定であることを鑑み、

条例の見直し等を検討していく必要があります。 

 

なお、木造建築物が省エネ化等に伴って重量化している状況を踏まえ、木造建築物の仕様の実況に応

じて必要壁量・柱の小径の算定を見直す建築基準法施行令等の改正が予定されています。 

令和７年４月より施行予定であり、国土交通省における令和５年 12 月時点の検討状況は、「木造建築

物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要」として

公表されております。これによると、対象となる建築物は、建築物の規模が階数２以下、かつ、延べ面積

300 ㎡以下、かつ、高さが 16m 以下であって、構造計算を行わない木造建築物とされております。 

 

地方公共団体が条例等で定める公営住宅等整備基準の見直しや、令和７年度以降に整備する公営住宅

の設計にあたっては、これらの動向に留意する必要があります。 

  

「新しい壁量等の基準（案）に対応した設計支援ツール（案）」について 

  

 （公財）日本住宅・木材技術センターにおいて、「木造建築物における省エネ化等による建築物の

重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要」に対応した「新しい壁量等の基準（案）

に対応した設計支援ツール（案）」が公表されています。 
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1.2 住宅省エネルギー基準等の概要 

 住宅の省エネルギー基準については、「外壁・窓等の断熱性能に関する基準（外皮基準）」と「一次エネ

ルギー消費量基準」の２つがあり、これらの基準を満たす必要があります。 

 また、「外皮基準」、「一次エネルギー消費量基準」ともに、省エネ性能を計算により算出する「性能   

基準」と、外皮や設備の具体的な仕様を規定する「仕様基準」があります。 

 

1.2.1 性能基準について 

① 外皮基準 

 外皮平均熱貫流率（UA 値）と冷房期の平均日射熱取得率（ηＡC）の基準からなり、それぞれの地域の

区分に応じて定められた基準値以下であることが求められます。 

  外皮平均熱貫流率：内外の温度差１度あたりの総熱損失量を外皮の面積で除した数値 

  平均日射熱取得率：日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積で加重平  

           均した数値 

 

 なお、昭和 55 年基準から平成 11 年基準までは、熱損失係数（Q 値）及び夏期日射取得係数（μ）

等により定められておりましたが、平成 25 年基準以降は、外皮平均熱貫流率（UA 値）及び冷房期の平

均日射熱取得率（ηＡC）により定められております。 

 また、地域区分についても、全国がⅠ～Ⅳ地域で分類されておりましたが、平成 25 年基準以降は１～

８地域に分類されることとなりました。北海道の市町村は、１～３地域に分類されます。市町村ごとの 

地域区分は図 1.4 を参照してください。 

北海道を含む地域では、冷房期の日射遮蔽が暖房期の日射熱取得の低減につながる懸念があるために、

冷房期の平均日射熱取得率（ηAC 値）の基準値が設定されていませんが、暖房期の日射取得を確保しつ

つ、冷房期の温熱環境改善につながる日射遮蔽にも配慮が必要です。 

 外皮性能は、外皮基準の判定に用いられるだけでなく、一次エネルギー消費量の計算にも反映されま

す。断熱性能が高く、暖房期の日射熱取得が大きい住宅は、一次エネルギー消費量の点でも有利となりま

す。 
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振興局 
市町村 

１地域 ２地域 ３地域 

空知 夕張市 岩見沢市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市, 

砂川市,歌志内市,深川市,南幌町,奈井江町,上砂川町, 
由仁町,長沼町,栗山町,月形町,浦臼町,新十津川町, 
妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町 

 

石狩  札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市, 
当別町,新篠津村 

 

後志 留寿都村,喜茂別町, 小樽市,島牧村,寿都町,黒松内町,蘭越町,ニセコ町, 
真狩村,京極町,倶知安町,共和町,岩内町,泊村, 
神恵内村,積丹町,古平町,仁木町,余市町,赤井川村 

 

胆振 伊達市（旧大滝村） 苫小牧市,登別市,伊達市（旧伊達市）,豊浦町,壮瞥町,
白老町,厚真町,洞爺湖町,安平町,むかわ町 

室蘭市 

日高  日高町,平取町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,  
新ひだか町 

 

渡島  北斗市,木古内町,七飯町,鹿部町,森町, 

八雲町（旧八雲町）,長万部町 

函館市,松前町, 

福島町,知内町, 
八雲町（旧熊石町） 

檜山  今金町,せたな町 江差町,上ノ国町, 
厚沢部町,乙部町, 
奥尻町 

上川 士別市,名寄市,愛別町,上川町, 
美瑛町,南富良野町,占冠村,下川町, 
美深町,音威子府村,中川町,幌加内町 

旭川市, 富良野市,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町, 
東川町, 上富良野町,中富良野町,和寒町,剣淵町 
 

 

留萌  留萌市,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別村, 
遠別町,天塩町 

 

宗谷 猿払村,浜頓別町,中頓別町,枝幸町（旧歌登町） 稚内市, 枝幸町（旧枝幸町）,豊富町,礼文町,利尻町,
利尻富士町,幌延町 

 

ｵﾎｰﾂｸ 津別町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,遠軽町, 
滝上町,興部町,西興部村,雄武町 

北見市, 網走市, 紋別市,美幌町, 斜里町,清里町, 
小清水町,湧別町,大空町 

 

十勝 上士幌町,中札内村,更別村, 

幕別町（旧忠類村）, 大樹町,豊頃町,足寄町,陸
別町  

帯広市,音更町,士幌町,鹿追町,新得町,清水町, 

芽室町,広尾町,幕別町（旧幕別町）,池田町,本別町, 
浦幌町 

 

釧路 標茶町,弟子屈町,鶴居村 釧路市,釧路町,厚岸町,浜中町,白糠町  

根室 別海町,中標津町  根室市,標津町,羅臼町  

 

図 1.4 地域の区分  
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② 一次エネルギー消費量基準の概要 

設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことが求められます。 

基準一次エネルギー消費量は、地域の区分や床面積等により値が異なります。 

一次エネルギー消費量の対象となる用途は、暖房、冷房、給湯、換気、照明、家電等です（図 1.5）。

太陽光発電等による発電量のうち、自家消費相当分を消費量から差し引くことができます。家電等の一

次エネルギー消費量については、基準値と設計値ともに床面積に応じた固定値が加算され、省エネ措置

は評価されません。 

 
 

図 1.5 一次エネルギー消費量基準の概要 

 

1.2.2 仕様基準について 

① 外皮規準 

 外皮の部位ごとに、一定の断熱性能を求める基準で、以下について、具体的な基準値が定められていま

す。 

・ 外壁等の各部位の断熱性能 

・ 開口部の断熱性能 

・ 開口部の日射遮蔽性能 

 

② 一次エネルギー消費量基準 

 各設備の効率に関する基準で、暖房、冷房、換気、照明、給湯でそれぞれ一定の省エネルギー性能の 

機器を採用していることが求められます。 

 

 

  

暖冷房一次エネルギー消費量

給湯一次エネルギー消費量

照明一次エネルギー消費量

換気一次エネルギー消費量

家電等一次エネルギー消費量

共通条件：
地域区分・床面積等

基
準
仕
様

当
該
住
宅
の
仕
様

暖冷房一次エネルギー消費量

給湯一次エネルギー消費量

照明一次エネルギー消費量

換気一次エネルギー消費量

家電等一次エネルギー消費量

太陽光等発電

設計一次エネルギー消費量基準一次エネルギー消費量

+

+

+

+

+

+

+

+

-

基準より設計一次エネルギー消費量が
小さければ適合
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1.3 住宅の品質確保の促進等に関する法律と住宅省エネルギー基準等 

住宅の品質確保の促進等に関する法律における「住宅性能表示制度」において、建築物省エネ法の基準

を引用した表示基準及び評価方法基準が定められています。 

令和４年度の建築物省エネ法の改正等を踏まえ、品確法の住宅性能表示制度についても、表示基準や

評価方法基準が見直しされました。 

品確法の等級と基準値、住宅省エネルギー基準等との対応関係は以下のとおりです。 

 

 ５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること 

５－１ 断熱等性能等級              ５－２ 一次エネルギー消費量等級 

  
図 1.6 品確法の等級と基準値、住宅省エネルギー基準等との対応関係 
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1.4 公営住宅等整備基準について（技術的助言）の改正 

公営住宅の整備については、公営住宅法第５条第１項において、「国土交通省令で定める基準を参酌して事

業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない」とされております。 

国土交通省令で定める基準については、「公営住宅等整備基準」（平成１０年４月２１日付け建設省令第８号）

において定められており、温熱環境等に係る基準は以下のとおりです。 

 

「公営住宅等整備基準」（平成１０年４月２１日付け建設省令第８号） 

第８条（住宅の基準） 

第２項 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の 

合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 

 

具体的な目安は、「公営住宅等整備基準について（技術的助言）」において示されておりますが、これが、  

令和４年度に以下のとおり改正されました。 

 

 改正内容を品確法の等級や数値基準等で示すと、以下のとおりです。 

 

図 1.7 公営住宅等整備基準について（技術的助言）の改正概要 

旧（平成 24 年１月 17 日付け国住備第 196 号） 新（令和４年４月１日付け国住備第 511 号） 

公営住宅等整備基準（以下「整備基準」という。）第

８条第２項の措置は、原則として、住宅が住宅の品

質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第

81 号）第３条第１項の規定に基づく評価方法基準

（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号。以下「評

価方法基準」という。）第５の５の５－１（３）の等

級４の基準を満たすこと。ただし、これにより難い

場合は等級３の基準を満たすこと。 

公営住宅等整備基準（以下「整備基準」という。）第

８条第２項の措置は、住宅が建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 

号）第 35 条第１項第一号の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能誘導基準（ただし、公営住宅の借

上げの場合は同法第２条第１項第三号の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより

難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成 11 年法律第 81 号）第３条の２第１項の

規定に基づく評価方法基準（平成 13 年国土交通省

告示第 1347 号。以下「評価方法基準」という。）

第５の５の５－１（３）の等級４の基準）を満たす

こと。また、気候風土や高層等により合理的な再生

可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合

等を除き、太陽光発電設備の設置（敷地内に設置し

た太陽光発電設備の活用も含む。）を行うこと。 
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 本ガイドラインでは、公営住宅等整備基準について（技術的助言）の改正を踏まえ、第２章において、建築

物省エネ法誘導基準（ZEH 水準）に適合した公営住宅の設計における留意事項、第３省では、技術的助言に

おける太陽光発電設備の設置の考え方や設置事例を紹介します。 

また、資料編として、環境に配慮した公営住宅の整備や改善に向けた考え方や具体の事例等を紹介します。 

 

なお、建築物省エネ法誘導基準の仕様基準では、潜熱回収型やヒートポンプ熱源機等が求められ、基準の 

適合が性能基準よりも難しくなります。そのため第 2 章については、性能基準による建築物省エネ法誘導  

基準の適合確認の方法について解説をしていきます。 

 

1.5 建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度について 

令和４年度の建築物省エネ法の改正により、令和６年４月から新たな建築物の省エネ性能表示制度が施行さ

れ、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、その販売・賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示

するよう努めなければならないとされました。 

地方公共団体が管理する公営住宅等についても、省エネ住宅性能表示制度が適用されます。 

具体の内容は、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他

の建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が順守すべき事項（令和５年９月 25 日国土交通

省告示第 970 号）」や、表示内容の解説、表示にあたっての注意事項等を整理した「建築物省エネ法に基づく

建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」を参照してください。 

 

図 1.8 建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度の概要（国土交通省資料抜粋） 

  


